
様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     ☑個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

□条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  人口動態調査に関する事務  

区 分 及 び  

年 月 日  

☑作成    

□修正  
令和５年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
保健医療政策課  医務係  

事 務 登 録

番 号  

☑ア―１  

 

□イ―  

利 用 目 的  
出生、死亡、死産、婚姻、離婚の実態を明らかにして人口動態現象を把

握し、厚生行政施策の基礎資料を得るために利用する。  

記

録

項

目  

基本的

事  項  

☑氏名  ☑住所  ☑性別  ☑生年月日  ☑年齢  ☑本籍  ☑国籍   

☑婚姻  □電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 )  

☑続柄  ☑家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  ☑職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

☑その他（  死亡原因         ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  出生届、死亡届、死産届、婚姻届、離婚届を提出した者  

記録情報の  

収 集 方 法  

□本人から    ☑本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

☑法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  ☑実施機関内の他課  

□他の実施機関  ☑国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

☑  含む  

 

□  含まない  

□人種  □信条  ☑社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  
香川県、厚生労働省  

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

☑電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     ☑有   □無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第８項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     ☑個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

□条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
 

高松市民の健康づくりに関する調査  

区 分 及 び  

年 月 日  

☑作成    

□修正  
   令和５年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
保健医療政策課  保健総務係  

事 務 登 録

番 号  

☑ア―２  

 

□イ―  

利 用 目 的  

健康増進法に基づく本市の健康増進計画「高松市健康都市推進ビジョ

ン」の進捗状況を把握するとともに、健康づくりに関する市民の意識や

ニーズを把握するために利用する。  

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

☑氏名  ☑住所  ☑性別  ☑生年月日  □年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  □電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

□続柄  □家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  □職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  

住民基本台帳を基に、１８歳以上の市民の中から、無作為抽出した男女

３，０００人  

 

記録情報の  

収 集 方 法  

□本人から    ☑本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

☑法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（    ）  

収 集 先  

☑住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  

（裏）  



要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

☑  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  
－  

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

☑電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     □有   ☑無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第８項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     □個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

☑条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  医療機関等に係る許可申請・届出等に関する事務  

区 分 及 び  

年 月 日  

☑作成    

□修正  
令和５年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
保健医療政策課  医務係  

事 務 登 録

番 号  

□ア―  

 

☑イ―１  

利 用 目 的  

病院、診療所、施術所等の医療関係施設における開設、変更等の許可申

請又は届出に関する事務を行うため、また、適正な医療を確保する目的

で指導等を行うために利用する。  

記

録

項

目  

基本的

事  項  

☑氏名  ☑住所  ☑性別  ☑生年月日  ☑年齢  ☑本籍  ☑国籍   

□婚姻  ☑電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

□続柄  □家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

☑学歴  □成績  ☑職業  ☑職位  ☑資格  ☑賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  
診療所開設許可申請書、病院・診療所・助産所開設許可（届出）事項一

部変更届等、担当課に許可申請・届出を提出した者  

記録情報の  

収 集 方 法  

☑本人から    □本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  



（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

☑  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  
 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

□電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     □有   □無    

 

☑手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第８項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     □個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

☑条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
 

骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付事務  

区 分 及 び  

年 月 日  

☑作成    

□修正  
   令和５年４月１日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
保健医療政策課  保健総務係  

事 務 登 録

番 号  

□ア―  

 

☑イ―２  

利 用 目 的  

骨髄等を提供した者に対し、高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金を

交付するために利用する。  

記

録

項

目  

基本的

事  項  

☑氏名  ☑住所  ☑性別  ☑生年月日  ☑年齢  □本籍  □国籍   

□婚姻  ☑電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 ) 

□続柄  □家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  □職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  ☑課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  

高松市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書を提出した者  

 

記録情報の  

収 集 方 法  

☑本人から    ☑本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

☑法令等   ☑本人同意   □緊急性  

□その他（      ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  ☑実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  

（裏）  



要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

☑  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  

―  

 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

☑電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     □有   ☑無    

 

□手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第８項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     □個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

■条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
救急医療機関の認定（更新）手続きに伴う県知事への

進達事務  

区 分 及 び  

年 月 日  

☑作成    

□修正  
  令和５年  ４月  １日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
保健医療政策課  医療政策係  

事 務 登 録

番 号  

□ア―  

 

☑イ―３  

利 用 目 的  

救急医療機関の認定（更新）手続きのため、県知事に対して進達を行う

もの。  

 

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  ■性別  ■生年月日  ■年齢  ■本籍  ■国籍   

□婚姻  □電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 )  

■続柄  □家族状況  □その他（              ）  

経歴、

成績等  

■学歴  □成績  ■職業  ■職位  ■資格  ■賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  

救急医療機関として従事する医師  

 

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    □本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   

□調査   □刊行物等   



□その他（                  ）  

（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

■  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  

香川県  

 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

□電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     □有   □無    

 

■手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第８項に規定する個人番号をいう。 

 

 



様式第５号（第５条関係）    （表）  

個人情報ファイル簿・条例個人情報ファイル簿                   

     □個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人以上・・・・・ア  

■条例個人情報ファイル簿（単票）個人情報の本人の数が 1,000 人未満・・・イ  

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称  
夜間急病診療所使用料（診療収入）の還付・返還事務  

区 分 及 び  

年 月 日  

☑作成    

□修正  
  令和５年  ４月  １日  

実 施 機 関  市長  

主 管 課 の  

名   称  
保健医療政策課  医療政策係  

事 務 登 録

番 号  

□ア―  

 

☑イ―４  

利 用 目 的  

夜間急病診療所を受診した際、被保険者証の不携帯等により診療費を全

額負担した者に過払い全額の返還を行ったり、滞納者に対し発送した督

促が返送された場合等に連絡先を調査するため。  

 

 

記

録

項

目  

基本的

事  項  

■氏名  ■住所  ■性別  ■生年月日  ■年齢  ■本籍  □国籍   

□婚姻  □電話番号  □個人番号※  □識別番号 (個人番号※を除く。 )  

■続柄  ■家族状況  ■その他（医療保険等）  

経歴、

成績等  

□学歴  □成績  □職業  □職位  □資格  □賞罰   

□その他（              ）  

心  身  
□身体の状況  □障害の状況  □傷病歴  □  検診記録   

□その他（              ）  

財産的

状況等  

□所得・収入  □課税・納税状況  □資産状況  □公的扶助   

□口座番号  □その他（              ）  

その他  
□親族  □社会的活動  □趣味・し好   

□その他（               ）  

記 録 範 囲  

救急医療機関として従事する医師  

 

記録情報の  

収 集 方 法  

■本人から    □本人以外から  

本 人 以 外  

か ら 収 集  

す る 根 拠  

□法令等   □本人同意   □緊急性  

□その他（             ）  

収 集 先  

□住民基本台帳  □市税台帳  □実施機関内の他課  

□他の実施機関  □国・都道府県・他の市区町村   

□他の公共団体・公共的団体  □民間企業・民間団体   



□調査   □刊行物等   

□その他（                  ）  

（裏）  

要 配 慮 個 人 情 報  

□  含む  

 

■  含まない  

□人種  □信条  □社会的身分  □病歴   

□犯罪の経歴  □犯罪により害を被った事実  

□心身の機能の障害  □健康診断等の結果   

□医師等による指導又は診療若しくは調剤  

□刑事事件に関する手続  

□少年の保護事件に関する手続  

記 録 情 報 の   

経 常 的 提 供 先  
 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地  

（名  称）高松市総務局コンプライアンス推進課  

（所在地）〒７６０－８５７１  高松市番町一丁目８番１５号  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よ る 特 別 の 手 続 等  

（特別の手続が定められている場合）  

①該当する記録項目に付した番号  

 

②当該法令の条項（法令番号を含む。）  

 

個人情報ファイルの種別 

□電算処理ファイル（法第６０条第２項第１号）  

  上記ファイルと同内容の手作業ファイル  

     □有   □無    

 

■手作業処理ファイル（法第６０条第２項第２号）  

備 考   

※ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第８項に規定する個人番号をいう。 

 

 


